
日本臨床検査技師連盟 規約 

 

第１章 総 則 

（名 称） 

第１条 本連盟は、日本臨床検査技師連盟（略称「日技連」）と称する。 

（事務所） 

第２条 本連盟の事務所は、東京都に置く。 

（目 的） 

第３条 本連盟は、臨床検査の発展および臨床検査技師制度のための政治活動を行い、 

もって、国民の医療、福祉に寄与することを目的とする。 

（事 業） 

第４条 本連盟は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。 

（１） 臨床検査関係組織代表の国政進出と支援に関する活動 

（２） 一般社団法人 日本臨床衛生検査技師会（以下「日臨技」という。）との連

携、調整および情報交換 

（３） 都道府県の臨床検査技師会（以下「都道府県技師会」という。）との連携、

調整および情報交換  

（４） 連盟組織強化拡大に関する活動 

（５） 医療制度の改革、改善を図るための活動 

（６） 臨床検査技師の使命を達成するために必要な活動 

（７） 公職選挙法および政治資金規正法に基づく活動 

（８） 前各号のほか本連盟の目的達成に必要な事業 

（会 員） 

第５条 本連盟の会員は、次に掲げる者とする。 

（１） 本連盟の目的に賛同する臨床検査技師、衛生検査技師 

（２） その他本連盟の趣旨に賛同する個人 

（退 会） 

第６条 本連盟の会員であって、次の各項に該当する者は、退会したとみなす。 

（１） 年度の会費未納者 

（２） 退会の申し出者 

（３） 死亡したとき 

 

第２章 役員および執行機関 

（役 員） 

第７条 本連盟に次の役員を置く。 

  （１）連盟代表          １名 

  （２）連盟副代表         ３名以内 

  （３）連盟常任執行委員     ２０名以内（連盟代表、連盟副代表を含む） 

  （４）会計責任者         １名 



  （５）会計職務代行者       １名 

  （６）都道府県連盟執行委員   ４７名 

  （７）連盟監事          ２名 

（役員の選任） 

第８条 役員の選任は以下の通りとする。  

  ２ 連盟常任執行委員は①②③で構成し、連盟執行委員会の決議によって選任する。 

①  日臨技支部単位からの選出者７名（ブロック長を兼任） 

② 日臨技執行理事会推薦者5名 

③ 連盟代表が推薦する本連盟会員（必要名） 

３ 連盟常任執行委員会は、連盟常任執行委員の中から代表、副代表、幹事長、事

務局長、青年部代表及び女性部代表を選任することができる。会計責任者は幹

事長が、会計職務代行者は事務局長が務める。青年部、女性部は本連盟の組織

活性化の一環として構成し、それぞれに代表を置く。これらの選任案は連盟執

行委員会の決議により承認する。 

４ 都道府県連盟執行委員は、都道府県技師会単位に１名を選出する。都道府県連

盟執行委員は、本連盟会員でなければならず、都道府県技師会の役員が望まし

い。都道府県連盟執行委員は連盟代表が委嘱する。 

５ 連盟監事は、連盟常任執行委員会が本連盟役員歴任者および有識者より選出し、

連盟執行委員会の決議により承認する。 

（役員の職務） 

第９条 連盟代表は、本連盟を代表し、会務を総理する。 

  ２ 連盟副代表は、連盟代表を補佐し、連盟代表に事故あるときはその職務を代理

するとともに組織活動に不可欠な政策調査・組織強化・広報機能を担当する。 

  ３ 連盟常任執行委員は連盟常任執行委員会において本連盟の役職を分担する。 

  ４ 都道府県連盟執行委員は、本連盟の必要な事項について会員との連絡、調整お

よび情報交換を図る。 

５ 会計責任者は本連盟の経理（会計）を担当する。 

６ 会計職務代行者は会計責任者に事故があった場合や欠けた場合に会計責任者

の職務を代行する。 

７ 連盟監事は、本連盟の資産、会計および業務を監査する。 

（都道府県連盟支部） 

第１０条 都道府県単位に連盟支部を設け、支部長を置く。 

  ２ 都道府県連盟支部長は都道府県連盟執行委員が務める。 

  ３ 都道府県支部の運営は、都道府県で別に定める。 

（顧 問） 

第１１条 本連盟に連盟顧問若干名を置くことができる｡ 

   ２ 連盟顧問は、本連盟の会議に出席して意見を述べることができる。 

  ３ 連盟顧問は、本連盟の会員の中から連盟常任執行委員会の決議を経て連盟代表 

が委嘱する。 

４ 都道府県連盟支部の顧問は、都道府県連盟支部長が選任し、委嘱できる。 

 



（役員の任期） 

第１２条 本連盟の役員の任期は、期中の就任者を含めて７月１日～翌年６月３０日ま

でを１年と計算の上、２年間とする。また、再任を妨げない。 

  ２ 前項にかかわらず、任期を満了しても新役員が選出されるまでの期間は現役員

がこれにあたる。 

（会 議） 

第１３条 本連盟に、次の会議を置く。 

  （１）連盟執行委員会 

（２）連盟常任執行委員会 

  （３）ブロック会議 

（連盟執行委員会） 

第１４条 連盟執行委員会は、本連盟の最高決定機関であり、都道府県連盟執行委員（連

盟支部長）および連盟常任執行委員をもって構成する。連盟代表は、議決権を

持たない形で、連盟監事、連盟顧問および日臨技役員及び会員の出席を依頼す

ることができる。 

  ２ 連盟執行委員会においては、次の事項を決議する。 

  （１）連盟常任執行委員および連盟監事の選任、解任に関する事項 

（２）事業活動方針に関する事項 

（３）予算および決算の承認に関する事項 

（４）規約の改正に関する事項 

（５）その他必要と認めた事項 

３ 連盟執行委員会は連盟執行委員および連盟常任執行委員の委任状を含む過半

数の出席をもって開催し、出席者の過半数でこれを決し、可否同数の場合は、

議長の決するところによる。開催は連盟代表が招集し、議長は連盟代表がこれ

にあたる。 

（連盟常任執行委員会） 

第１５条 連盟常任執行委員会は、本連盟の執行機関であり、連盟常任執行委員をもっ

て構成する。連盟代表は、議決権を持たない形で、連盟監事、連盟顧問および

日臨技役員の出席を依頼することができる。 

２ 連盟常任執行委員会においては、次の事項を審議する。 

  （１）本連盟に関する事項 

  （２）連盟執行委員会に付する議案に関する事項 

  （３）連盟執行委員会において連盟常任執行委員会に委任した事項 

  （４）予算および決算に関する事項 

  （５）その他必要と認めた事項 

３ 連盟常任執行委員会は、連盟常任執行委員の委任状を含む過半数の出席をもっ

て開催し、出席者の過半数でこれを決し、可否同数の場合は、議長の決すると

ころによる。開催は連盟代表が招集し、議長は連盟代表がこれにあたる。 

（ブロック会議） 

第１６条 ブロック会議は、ブロック長とブロック内の各都道府県技師会単位に選出さ

れた連盟執行委員（都道府県連盟支部長）を持って構成する。会議は定期会議



および臨時会議とする。 

  ２ 定期会議は、毎年１回とし、ブロック長が招集し、議長はブロック長がこれに

あたる。臨時会議は、ブロック長が必要と認めたとき、ブロック長が招集し、

議長はブロック長がこれにあたる。 

３ ブロック会議においては、次の事項を決議する。 

  （１）ブロック内の各都道府県連盟支部活動に関する事項 

  （２）各都道府県における地域政治活動に関する事項 

  （３）各都道府県における政治団体、政治化との渉外活動に関する事項 

  （４）予算および決算に関する事項 

  （５）その他必要と認めた事項 

  ４ ブロック会議は、これを組織する者の委任状を含む過半数の出席をもって開催

し、議事は、これを組織する出席者の過半数でこれを決し、可否同数の場合は

議長の決するところによる。 

   

      第３章  会計資産および会費 

（会計年度） 

第１７条 本連盟の会計年度は、毎年１月１日～１２月３１日までの年１期とする。 

（会 費） 

第１８条 本連盟の経費は、次の各項をもってこれに充てる。 

  （１）個人会費  年額  3,０００円(1 口)・・・1 口以上 

  （３）寄付金およびその他の収入 

  ２ 会費の納入は、その年の１２月３１日までに納入するものとする 

（資産管理） 

第１９条 本連盟の資産は、連盟代表が管理する。 

 

      第４章  補 則 

（規約改正） 

第２０条 本連盟規約は、連盟常任執行委員会の議を経て連盟執行委員会の決議によっ

て変更する事ができる。 

（附 則） 

  １ この規約は、平成１０年 ７月１４日から施行する。 

  ２ この規約は、平成１２年 ６月 １日から施行する。 

  ３ この規約は、平成１３年 ５月 １日から施行する。 

  ４ この規約は、平成２１年 １月２３日から施行する。 

  ５ この規約は、平成２２年 ２月 ４日から施行する。 

  ６ この規約は、平成２５年 １月２５日から施行する。 

  ７ この規約は 平成２６年 １月２４日から施行する。 

 なお、施行日時点で選任された本連盟の役員の任期は本規約改正における経

過措置として平成２６年５月３１日までとする。 

  ８ この規約は 平成２９年 ６月２４日から施行する。 

  ９ この改正後の規約は平成３１年 １月 １日から施行する。 


